
太陽光発電施設関係手続きフロー《都市計画課関連》

◇パネル面積 1,000 ㎡以上、または高さが 10m を超えるものについては「笠間市景観条例」に基

づく届出が必要になります。

◇出力 50kW 以上の太陽光発電施設設置事業については、茨城県の「太陽光発電施設の適正な設

置・管理に関するガイドライン」に基づき、笠間市へ届出が必要になります。（市太陽光条例の

対象となる場合はガイドラインの届出不要）

◇その他の法令 （市役所内での主な照会先）

森林法（農政課）、農地法（農業委員会）、道路法（管理課）、国土利用計画法（企画政策課）、

自然公園法（環境政策課）、土壌汚染対策法（環境政策課）、文化財保護法（生涯学習課）

太陽光発電設備設置事業と住環境との調和に関する条例

対象事業：事業区域が 3,000 ㎡を超える太陽光発電設備事業

笠間市開発事業指導要綱

対象事業：太陽光発電施設の建

設等土地の「区画形質の変更を

伴う事業」であって、3,000 ㎡

以上のもの

事業者 笠間市

関係法令，該当行政区等を確認

説明会での意見整理

工事着手 30日前までに提出

（毎月 10日締め切り）

事業内容を掲示

該当行政区，関係法令，抑制区域，

説明会実施時期等の確認

※必要に応じ、報告・立入・指導・

勧告を実施

農地法・森林法等

事前協議書提出 事前協議

説明会実施

本協議書提出 協 議

協議書の審査・関係課との調整

協議終了通知

工事着手届

工事完了届 現地確認

関係法令の手続き

開発事業事前協議申出書提出

笠間市開発調整会議にて協議（同月 25日前後に開催）

開発事業同意書

工事着手届出書

完了検査


